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議 事 録 

会議名 令和５年度第２回豊山町学校給食アレルギー対応検討委員会 

年月日 令和５年１２月１８日（月） 

時間 午後２時～午後３時 

出席者 

委員 

委員長  上 原 正 子（愛知みずほ短期大学） 

副委員長 野 﨑 千 佳（Ｎ.キッズファミリークリニック） 

委 員  松 永 千 鶴（新栄小学校校長） 

委 員  伊 藤 和 代（豊山小学校養護教諭） 

委 員  渡 邉 志 保（豊山小学校栄養教諭） 

委 員  松 久 南 生（豊山中学校栄養教諭） 

事務局職員 

教 育 長  北 川 昌 宏 

給食センター所長  山 下 美 幸 

学校教育Ｇ長  山 永 五 香 

学校教育Ｇ員  川 原 美 香 

欠席者 
 

委 員  伊 藤 貴 範（西春日井広域事務組合消防本部） 

委 員  山 里 晴 美（保護者代表者） 

協議事項 

１ 教育長挨拶 

２ 委員長挨拶 

３ 議題 

（１）「豊山町立小中学校 学校給食における食物アレルギー

対応マニュアル」の見直しについて 

（２）意見交換 

４ その他 

議事内容 

【１ 教育長挨拶】 

【２ 委員長挨拶】 

【３ 議題】 

（１） 「豊山町立小中学校 学校給食における食物アレルギー対応マニュ

アル」の見直しについて 

事 務 局 （資料に基づき説明） 

委 員 学校生活管理指導表の様式に変更はあるか。 

事 務 局 変更はない。 

委 員 

マニュアルの修正に気が付かないと、これまでどおり書い

てしまい、卵を食べられない人がいるかもしれない。管理指

導表を配るときに、保護者の方に説明してほしい。 

委 員 長 記入例に書くとわかりやすいのでは。 
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生卵のみにアレルギーがある児童生徒は、何人くらいいる

か。 

事 務 局  各学校に数名ずついると聞いている。 

委 員 
生卵のみにアレルギーがある児童生徒は、管理指導表を出

すということで良いか。 

委 員 

生卵のみ食べられない子は、入学の際に、給食が食べられ

るかどうかを医師に判断してもらいたいため、学校管理指導

表を出してもらう。 

委 員 長 新１年生にも学校生活管理指導表を配布しているか。 

事 務 局 

 新１年生でアレルギーがある児童には、学校生活管理指導

表等の書類を配布している。中には、生卵のみにアレルギー

がある子もいるため、事務局から改めて連絡をして、提出を

依頼する予定。 

４月に面談を行い、給食が食べられるかどうかを判断して

いきたいと考えている。 

委 員  次の新１年生からやるのか。 

委 員 次年度から行う。 

委 員 長 
 保護者を通してになると思うが、医師にも生卵を給食では

使用しないという情報提供が必要だと思う。 

委 員 
 かきたま汁の卵は、一番加熱時間が短いように思うがどう

か。 

委 員 
 かきたま汁の卵も、温度を計ってしっかり加熱をしてい

る。 

委 員 

 在校生への対応は、どのようにしたら良いか。これまで食

べていたのに、今更病院に行かなければいけないのか、と思

う保護者もいるかもしれない。 

委 員 

 卵アレルギーがあることをきちんと把握したい、という目

的であれば、説明をして、確認のために学校生活管理指導表

の提出を求めるのはいいと思うが、受け入れてくれない方も

いるかもしれない。 

委 員 長 

 マニュアルが加筆されて変わったということは、全員に話

して良いことだと思う。改めて学校生活管理指導表の提出を

求める必要はないと思うが、アレルギー対応をするかどうか

を保護者に確認することは必要だと思う。 

委 員 
卵アレルギーの子に対して、マニュアルが変わったことを

説明し、学校給食における対応を改めて保護者に確認する。
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対応しないことに対して確認が取れれば、学校生活管理指導

表を出してもらう必要はないということで良いと思う。 

委 員 

 生卵以外にもアレルギーがある場合は、学校生活管理指導

表に「管理不要」と記載する必要があるが、それ以外の、卵

のみの在校生は改めて記入しないということで良いか。 

委 員 

 マニュアルが変わったため、卵アレルギーのみの方には改

めて確認し、問題無ければ次年度からは行わないということ

で良いのではないか。 

事 務 局 

 在校生の方については、学校から卵アレルギーの対応につ

いて保護者に確認してもらう。対応を希望しない方は、これ

までも給食で問題なく食べることができているため、これま

でどおり食べていただく。対応を希望する方は、面談を行い

アレルギー対応を行う。 

 新１年生の子については、学校生活管理指導表を提出して

もらい、最初の年は面談を行う。翌年からは、給食を食べて

も問題が無いことが確認できているため、生卵にアレルギー

があることを学校では把握するが、面談までは行わないとい

うことで良いか。 

委 員 
 保護者から承諾をもらえば、それ以降は、毎年面談をしな

くても良いか。 

事 務 局 
 給食で出ない、くるみやナッツのみにアレルギーがある場

合の対応はどうしているか。 

委 員 

 アナフィラキシーがあり、エピペンを持っている場合は、

毎年面談を行っているが、それ以外の方は、学校で把握して

いるが、面談までは行っていない。 

委 員 

 くるみアレルギーの問題としては、校外活動の際に五平餅

が出ることがあるため、毎年学校生活管理指導表を出しても

良いと感じる。アレルギーがある子が病院に行くきっかけと

して、１年に１回くらいは良いと思う。 

委 員 長 

 先程、記入例に卵アレルギーのことを追加すると良いと言

ったが、追記すると、かえってわかりづらくなってしまう可

能性がある。 

事 務 局 
２つ目の記入例として、卵アレルギーの例をつくるのはど

うか。 

委 員 長 見出しで分けることができれば、良いかもしれない。 

委 員  生卵は給食では出ないから、学校生活管理指導表にこうい
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う風に書けば良い、ということが書いてあり、今の記入例が

１枚あれば、わかる気がする。 

委 員 長 

 マニュアルの基本方針を保護者の方に渡せば、そのように

学校生活管理指導表を書いてもらえるのではないか。 

 保護者への情報提供が重要だと思うので、基本方針を入れ

込んだものを保護者の方に示していくことが第一に必要だ

と思う。方針が変わったことに対して理解していただくため

にも、２年生以上の方に説明して、それでも対応不要という

ことであれば良い。多くの情報は流しておいた方が良い。 

 記入例を作るのであれば、医師が理解しやすいように書い

てもらえればと思う。 

 これまで「卵」の中には、生卵も含まれていたが、これか

らは分けて考えるということになる。 

教 育 長 

なぜ今のタイミングで卵の取扱いを変えたのか、というこ

とを保護者に説明するうえで、委員長が言われたように、生

卵と卵を切り離して考えることになったということが大事

だと思う。説明の方法は事務局で考える。 

委 員 長 
 給食センターにおいて、生卵を全く使わないということが

確認できた、という説明で良いと思う。 

委 員  教育委員会から、保護者向けの文書は出るか。 

教 育 長 
 各学校で同じように説明しなければならないため、事務局

で考える。 

（２） 意見交換 

委 員 長  アレルギー除去食の提供は順調か。 

委 員  問題なく行えている。 

委 員 長 今日の会議の内容は、欠席した委員の方にも伝えてほし

い。 

  

【４ その他】 

 特になし 

 



令和５年度第２回豊山町学校給食アレルギー対応検討委員会次第 

 

日時：令和５年１２月１８日（月）   

 午後２時から          

場所：豊山町役場３階 会議室３・４ 

 

 

１ 教育長挨拶 

 

 

２ 委員長挨拶 

 

 

３ 議 題 

 

（１） 「豊山町立小中学校 学校給食における食物アレルギー対応マニュアル」

の見直しについて 

 

 

（２） 意見交換 

 

 

４ その他 

 



 

 

 

１ 見直しに至る経緯 

・本町のアレルギー対応については、加熱の有無や量の多少による多段階対応は行わず、

除去食又は無配膳対応を基本としている。 

・現行の「学校給食における食物アレルギー対応マニュアル」では、卵アレルギーについ

ても同様の対応を基本としているが、生卵のみにアレルギーがある児童生徒の中には、

学校給食では生卵を使用していないという理由から、学校給食のアレルギー対応を行っ

ていない者がおり、児童生徒によって対応に差があることが判明した。 

・以上のことから、学校給食における食物アレルギー対応を統一するため、マニュアルの

見直しを行う。 

 

２ アレルギー対応マニュアルとは 

・学校における食物アレルギー事故防止の徹底を図るため、文部科学省発行の「学校給食

における食物アレルギー対応指針」及び愛知県教育委員会発行の「学校における食物ア

レルギー対応の手引」を参考に、豊山町立小中学校及び給食センターにおいての食物ア

レルギー対応に関する基本方針及び手順を定めたもの。 

 ・令和２年１２月に策定し、令和３年度の学校給食から、本マニュアルに沿ってアレルギ

ー対応を行っている。 

 

３ 主な修正箇所 

（１） 基本方針に、学校給食において生卵を提供しないことを明記（Ｐ４、５） 

   ・学校給食においては、生卵（生卵を使用したマヨネーズ、アイスクリーム等を含

む）を提供しないことを基本方針に明記する。 

・家でも加熱卵を問題なく食べることができ、生卵のみにアレルギーがある児童生

徒は、学校生活管理指導表に、医師から生卵のみ食べられない旨を記載してあれ

ば、学校給食の提供ができることを明記する。 

   【改正理由】 

   ・学校給食で提供される卵は、完全に加熱して提供されるため。 

   ・生卵を使用したマヨネーズやアイスクリーム等についても、給食では提供しない

ことが可能なため。 

 

 

 

（２） 特定原材料に「くるみ」を追加（Ｐ１１） 

   ・現在「特定原材料に準ずるもの」として記載されている「くるみ」を「特定原材料」

に追加する。 

   【改正理由】 

   ・令和５年３月９日に、食品表示基準の一部を改正する内閣府令が公布されたことに

伴い、くるみが特定原材料に追加されたため。 

     ※特定原材料…法令上表示を義務付けられているもの 

特定原材料に準ずるもの…表示が推奨されているもの 

 

４ 今後のスケジュール（案） 

 

時 期 内 容 

令和５年１２月１８日（月）  
第２回豊山町学校給食アレルギー対応検討委員会の開催 

※マニュアルの修正案の提示 

１２月中 検討委員会の意見を踏まえて、マニュアルの修正 

令和６年１月頃 

（第２回検討委員会後） 

マニュアルの修正内容の周知 

 ※学校に対し、マニュアルの修正内容を周知する。 

１月中 
フローチャートに沿って、学校から在校生に調査票等の

配布 

３月中旬から下旬頃 

第３回豊山町学校給食アレルギー対応検討委員会の開催 

 ※令和５年度のまとめと次年度の予定について報告 

（予定） 

４月 修正後のマニュアルに沿って、アレルギー面談の実施 

 

「豊山町立小中学校 学校給食における食物アレルギー対応マニュアル」の見直しについて 

 

資料１（R5.12.18 資料） 
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豊山町立小中学校学校給食における食物アレルギー対応マニュアルの新旧対照表 

新 旧 

Ｐ４ 

 

Ｐ４ 

 

資料１ 別紙 
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豊山町立小中学校学校給食における食物アレルギー対応マニュアルの新旧対照表 

新 旧 

Ｐ５ 

 

Ｐ５ 

 
 

資料１ 別紙 
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豊山町立小中学校学校給食における食物アレルギー対応マニュアルの新旧対照表 

新 旧 

Ｐ１１ 

 

Ｐ１１ 

 

資料１ 別紙 
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